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視
察
期
間

平
成
二
十
一
年
八
月
五
日
・
八
月
六
日

視
察
先
と
視
察
事
項

○
三
重
県
伊
賀
市

○
奈
良
県
天
理
市

「
議
会
基
本
条
例
に
つ
い
て
」

視
察
概
要

伊
賀
市
は
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日

に
上
野
市
、
伊
賀
市
な
ど
一
市
三
町
二

村
が
合
併
し
誕
生
し
た
新
し
い
市
で
、

近
畿
圏
と
中
部
圏
の
中
間
に
位
置
す
る

市
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
視
察
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
議

会
基
本
条
例
」
は
、
平
成
十
六
年
十
二

月
に
制
定
さ
れ
た
「
伊
賀
市
自
治
基
本

条
例
」
の
第
五
章
に
お
い
て
「
議
会
の

役
割
と
責
務
」
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
議
会
が
す
べ
き
事
柄
を
具
体
的
に

示
す
た
め
「
議
会
基
本
条
例
」
を
制
定

す
る
こ
と
を
認
識
し
、
さ
ら
に
、
「
自

治
基
本
条
例
」
で
住
民
自
治
の
仕
組
み

と
し
て
、
三
十
八
の
小
学
校
区
単
位
の

「
住
民
自
治
協
議
会
」
を
組
織
す
る
こ

と
を
定
め
、
協
議
会
に
諮
問
権
・
提
案

権
・
同
意
権
・
決
定
権
を
機
能
と
し
て

保
持
す
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
住
民

自
治
協
議
会
立
上
げ
の
過
程
で
議
員
不

要
論
が
出
た
こ
と
か
ら
、
議
員
・
議
会

の
役
割
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
迫
ら
れ

た
事
も
条
例
策
定
の
要
因
と
な
っ
た
よ

う
で
す
。

こ
の
条
例
の
策
定
に
つ
い
て
は
、
平

成
十
八
年
四
月
の
正
副
議
長
選
挙
に
お

い
て
「
議
会
基
本
条
例
」
の
制
定
な
ど

を
公
約
と
し
て
立
候
補
さ
れ
た
女
性
議

長
が
選
ば
れ
、
選
挙
公
約
に
基
づ
き
同

年
五
月
に
議
会
の
あ
り
方
検
討
委
員
会

が
設
置
さ
れ
素
案
作
り
が
始
ま
り
市
民

と
議
会
と
の
意
見
交
換
会
等
議
論
を
重

ね
、
平
成
十
九
年
二
月
二
十
八
日
に
三

分
の
二
の
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
、
市

レ
ベ
ル
で
は
全
国
初
の
「
議
会
基
本
条

例
」
と
な
り
ま
し
た
。

※
「
伊
賀
市
議
会
基
本
条
例
の
特
徴
」

○
市
民
と
の
意
見
交
換
の
場
で
あ
る

「
議
会
報
告
会
」
の
設
置
。

○
「
一
問
一
答
方
式
の
導
入
」
と
「
反

問
権
」
の
付
与
。

○
行
政
に
対
し
「
情
報
の
発
生
源
な

ど
」
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。

○
「
政
策
討
論
会
」
の
設
置
。

○
「
出
前
講
座
」
の
実
施
。

○
議
案
に
対
す
る
「
議
員
の
対
応
の
公

表
」。

○
議
員
定
数
、
報
酬
の
改
正
を
「
議
員

提
案
で
」。

天
理
市
は
、
奈
良
盆
地
の
北
方
に
位

置
し
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
に
市
制

を
施
行
し
ま
し
た
。
天
理
教
の
本
部
が
あ

る
こ
と
で
全
国
的
に
有
名
な
市
で
あ
り

ま
す
。
天
理
市
と
伊
賀
市
と
の
違
い
は
、

「
自
治
基
本
条
例
」
は
策
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
「
議
会
基
本
条
例
」
を
先
に
制
定
し

た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
可
決
は
平
成
二
十

一
年
六
月
十
九
日
、
同
年
九
月
一
日
施
行

と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
議
会
基
本
条
例
」
策
定
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
八
年
六
月
八
日
に
天
理
市
区

長
連
合
会
よ
り
天
理
市
の
財
政
状
況
に
鑑

み
、
議
員
定
数
の
削
減
、
議
員
報
酬
の
削

減
、
政
務
調
査
会
費
の
削
減
に
つ
い
て
市

議
会
に
申
入
書
が
提
出
さ
れ
た
の
が
契
機

と
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
平
成
十
九
年
六
月
十
一
日
に

「
天
理
市
議
会
議
員
定
数
等
検
討
委
員

会
」
が
設
置
さ
れ
市
民
の
意
見
を
聴
き
、

平
成
二
十
年
二
月
二
十
五
日
に
議
長
に
対

し
「
答
申
」
が
な
さ
れ
、
同
年
三
月
に
は

議
会
定
例
会
に
お
い
て
「
議
会
改
革
推
進

特
別
委
員
会
」
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
、
先
進
市
の
視

察
等
を
経
て
、
平
成
二
十
一
年
六
月
十
九

日
、
平
成
二
十
一
年
第
二
回
定
例
会
最
終

日
に
全
会
一
致
に
よ
り
「
議
会
基
本
条

例
」
が
可
決
さ
れ
同
年
九
月
一
日
施
行
と

い
う
こ
と
で
し
た
。

条
例
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
伊
賀
市
と

ほ
と
ん
ど
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
第

十
二
条
に
お
い
て
（
政
策
立
案
及
び
政
策

提
案
）
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
議
会
は
政

策
立
案
機
関
と
し
て
機
能
強
化
に
努
め

る
と
共
に
市
に
対
し
て
政
策
提
案
を
積
極

的
に
行
な
う
こ
と
を
明
記
し
て
あ
る
こ
と

が
、
他
市
に
は
な
い
大
き
な
特
徴
で
あ
る

と
の
こ
と
で
し
た
。

視
察
を
終
え
、
両
市
と
も
地
方
分
権

時
代
に
求
め
ら
れ
る
議
会
を
実
現
し
よ
う

と
し
て
い
る
姿
勢
に
は
感
銘
を
う
け
ま
し

た
。
本
市
に
お
い
て
は
、
本
年
九
月
議
会

か
ら
市
民
に
分
か
り
や
す
い
議
会
と
す
る

た
め
に
一
般
質
問
に
一
問
一
答
方
式
を
導

入
す
る
な
ど
議
会
改
革
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。

今
後
も
議
会
改
革
を
一
層
進
め
、
議
員

･

議
会
が
市
民
の
付
託
に
答
え
ら
れ
る
よ

う
努
力
を
す
る

と
と
も
に
、
議

会
基
本
条
例

に
つ
い
て
も
議

論
を
重
ね
検
討

し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
い
ま

す
。

▲天理市での視察状況

視
察
報
告
（
議
会
運
営
委
員
会
）

視
察
報
告
（
議
会
運
営
委
員
会
）


